
パートナーシップ制度の埼玉県全域に係る自治体間連携協定について  資料３ 

 

１ 経緯 

・４月１４日 

市長会総会後、川越市長から会長（朝霞市長）へ、パートナーシップ制度の

埼玉県全域での自治体間連携についての意向を伝える。 

・７月３日 

市長会正副会長会議において、川越市長から提案 

市長会事務局より提案要旨を全市へ送付 

・７月４日 

市長会事務局から、町村会事務局へ情報提供 

・７月６日 

市長会事務局が県人権・男女共同参画課から県の状況を聞き取り 

・７月３１日 

川越市担当課と市長会事務局で協議 

１０月の市長会総会において協定書（案）を示す方向で調整 

・８月９日 

県主催の性の多様性施策に係る市町村連携会議準備会（１１市） 

川越市主導で県内全域での連携を進める意向を伝える。 

・９月１１日 

市長会正副会長市へ協定書案、その他市町村へ協定書骨子案を送付 

市長会事務局及び県へ情報提供 

・９月２６日 

川越市が各市町村から寄せられた質問等について回答を送付 

市長会事務局及び県へ情報提供 

・１０月３日 

市長会正副会長会議及び役員会にて、川越市長から正副会長市及び役員 

市長に協定書(案)を提示し、説明。 

・１０月６日 

３日の市長会役員会会議録及び資料を県内市町村に送付 

・１０月２４日 

市長会総会にて、各市に協定について説明 ⇒ 質疑なし 

・１１月７日 

町村会役員会にて、川越市長から協定について説明 

・１１月２０日 

    各市町村へ協定締結についての意向照会を送付（１２月末締め切り） 

 

２ 今後の予定 

・令和６年１月  

協定参加市町村へ同意書及び協定締結式の案内送付 

・令和６年４月１２日 

市長会総会後に協定締結式を開催 


